
 

2020年目標ビジネス実務法務検定試験®講座セミナー 「体験講義」 

≪無断複写・転載を禁じます≫  1 

 

例題 

 

 

 

 

 

設問(1) 

 Ｂの負傷が講習中のＡの指導・監視に過失があったことによるものであった場合，甲社は，Ｂ

に対して，民法715条の使用者責任を負うかについて説明しなさい。 

 

設問(2) 

 甲社はＢに対して民法715条の使用者責任を負い，Ｂに対して損害賠償としてその全額を支払っ

た場合，甲社は，Ａに対して求償することができるかについて説明しなさい。また，求償できる

とした場合，その全額を求償できるかについて説明しなさい。 

 

 

 

 

１級答案の基本形 

 ①条文指摘問題 

  条文(要件)→ 問題文の事実→ あてはめ・結論 

 

 ②論点問題 

  条文(要件)→ 条文(要件)の解釈→ 問題文の事実→ あてはめ・結論 

       ↓ 

   事例分析・問題提起→ 自説＋理由 

               ↓ 

              判例の立場からの論述 

  

 

 スポーツジムを経営する甲社は，自社店舗で会員向けにウエートトレーニングの講習を行っ

ており，甲社の指示のもと，その講習を派遣元事業主である乙社から労働者派遣契約に基づき

甲社に派遣された派遣労働者であるインストラクターのＡに行わせていた。その講習中に，会

員のＢが負傷した。 
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使用者責任 

 事業のために他人を使用する者は，被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠

償する責任を負う。 
 

 

 

 

1. 使用者責任の要件 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Point】 

1．使用者責任の成立要件である「使用関係」とは，雇用契約などの契約関係になくても，事実

上指揮監督命令に服する関係にあれば認められる。 

 

2．使用者責任の成立要件として，直接の加害者である被用者の不法行為が成立することが必要で

ある。 

 

3．使用者は被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたこと，または使用者

が相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを証明すれば免責される。 

ただし，一般にこの証明は極めて困難であるといわれている。 

 

【具体例】 

 Ⅹ会社のセールスマンであるＹは，

外回りのセールスの途中に，前方不注

意により，Ｘ会社の自動車でＡをひい
てしまった。この場合，ＡはＸ会社に

対して民法715条に基づいて損害賠償

請求できる。 

Ａ 
(被害者) 

Ｙ 
(被用者) 

直接の加害者 

709条に基づく 
損害賠償請求権 

Ｘ会社 
(使用者) 

715条に基づく損害賠償請求権 

【民法715条の要件】 

① ある事業のために「他人を使用する」こと(使用関係) 

② 「事業の執行について」損害を加えたこと 

③ 第三者への加害行為であること 

④ 被用者に不法行為(民法709条)の要件が備わっていること 

⑤ 使用者に免責事由がないこと 

↓ 

すなわち， 

 ① 被用者に不法行為責任(民法709条)が認められること， 

 ② 使用者・被用者間の指揮監督命令関係が存在していること， 

 ③ 被用者の侵害行為が使用者の事業執行についてなされたこと 

  が必要である。 
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2. 使用者責任の効果 

 

 

(1) 不真正連帯債務 

 使用者は損害賠償責任を負う。使用者責任が成立しても，被用者は責任を免除されない。そし

て，被用者と使用者は，両者とも(不真正)連帯債務を負う。 
 

 
 

 

(2) 求償権 

① 使用者は被害者に損害賠償した場合，被用者に対して求償権を持つ。 

 

 

② 求償権は，常に全額行使できるとは限らない。 

 

■ 求償権の制限に関する最高裁判例 

 事業の性格，規模，施設の状況，被用者の業務の内容，労働条件，勤務態度，加害行為の

態様，加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情

に照らし，損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限定すべきで

ある。 

 

 

（不真正）連帯債務 

▽ 
 被用者と使用者は，両者とも（不真正）連帯債務を

負う。 

求償権 

▽ 
 使用者は被害者に損害賠償した場合には求償権を

持つ。 

【具体例】 

 Ｘ会社のセールスマンであるＹ
は，外回りのセールスの途中に，前

方不注意により，Ｘ会社の自動車で

Ａをひいてしまった。この場合に民
法715条は成立するが，Ｘの責任と

Ｙの責任の関係は(不真正)連帯債務

となる。 

100万円の損害賠償請求権(民法715条) 

Ｘ会社 

(使用者) 

Ｙ 

(被用者) 

＝直接の加害者 

Ａ 
損害100万円 

民法709条により 

100万円の損害賠償請求権 

(不真正)連帯債務 

【具体例】 

 Ⅹ会社のセールスマンであるＹは，外回り

のセールスの途中に，前方不注意により，Ｘ
会社の自動車でＡをひいてしまった。Ａの損

害は100万円であるとする。そして，Ｘが100

万円全額をＡに賠償した。この場合は，Ｘは
求償をＹに求めることができる。 

Ａ 
(被害者) 

Ｙ 
(被用者)＝直接の加害者 

Ｘ会社(使用者) 

715条 

709条 

求償権！ 100万円全額を弁済 
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【例題の解答例】 

設問(1) 

1.ある事業のために他人を使用する者は，被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害

を賠償する責任を負う。従って，使用者責任が認められるためには，①被用者に不法行為責任が

認められること，②使用者・被用者間の指揮監督命令関係が存在していること，③被用者の侵害

行為が使用者の事業の執行についてなされたことが必要である。 

2.本問では，Ａは，派遣元事業主である乙社の従業員でありＡ社とは雇用契約関係にはないが，

Ａは甲社の指示に従いウエートトレーニングの講習を行っていたのであるから，甲社とＡとの間

には指揮監督命令関係が存在しており，Ａは甲社の被用者といえる。そのＡの指導・監視の過失

によってＢを負傷させたのであるから，Ａには不法行為責任(民法709条)が成立し，これは，甲社

の事業の執行についてなされたものである。よって，甲社は，Ｂに対して，民法715条の使用者責

任を負う。 

 

設問(2) 

1.使用者責任に基づき使用者が被害者に損害賠償した場合，使用者は被用者に対して求償権を行

使できる(民法715条3項)。よって，甲社がＢに対して損害賠償としてその全額を支払った場合，

甲社は，Ａに対して求償することができる。 

2.しかし，使用者責任は報償責任の原理に基づくものであり，この趣旨からすれば，被用者に対

する求償も，事業の性格，規模，被用者の業務の内容，労働条件その他の諸般の事情に照らし，

損害の公平な分担という見地から信義則(民法1条2項)上相当と認められる限度に限定すべきもの

と解する。よって，本問では，具体的事情は不明であるが，甲社がＢに対して損害賠償としてそ

の全額を支払ったとしても，甲社がその全額を求償するのは困難であると考える。 


